
様式第 13号（第 24第２項） 

 

見積業者選定経過書 

 

１ 業 務 名 令和５年度有望プロジェクト事業化促進事業委託業務 

２ 応募者数 １者 

３ 委員会の構成 

座長 

構成員 

座 長 産業技術課 課長 

構成員 経営・創業支援課 課長補佐兼中小企業支援係長 

    工業技術総合センター 技術連携部門長 

    産業技術課 課長補佐兼技術振興係長 

４ 選定基準 別紙のとおり 

５ 選定結果 

  選定された者 

  評価点集計結果（点数）   

 

アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社 

82点 

６ 企画提案を求める具体的

内容 

県内企業の保有技術を活かした事業化のための研究開発に対し

て行う、技術の優位性検証、用途展開可能性の探索、事業化戦

略の策定支援等の企画・実施業務 

７ 企画提案で評価された点 

・本事業を遂行するための知見やグローバルな人的ネットワー

クを有していること 

・中央省庁等からの類似業務の受託実績が十分にあること 

・類似業務での実績を踏まえ、本事業を効率的・効果的に遂行

するための視点及び方法が提案されていること 

８ 総合的判断 
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社を、要求水準を満

たした者として選定する。 

 



見積業者選定経過書 別紙 

 

 

１ 見積業者の選定方法 

（１）下記「評価基準表」の項目ごとにあらかじめ定めた配点により評価し、項目ごとの各構成

員の評価点の平均点を「会議評価点」とする。 

（２）会議評価点の合計点について最高点となった者を見積業者として選定する。なお、評価の

結果、最高点となった者の評価点が 100点満点中 60点以下の場合は選定しない。 

（３）会議評価点の合計点が最高点となった者が複数となった場合は、評価結果に基づき、産業

技術課長が見積業者を選定する。 

 

評価基準表 

 

項目 評価内容 配点 

１ 業務の内容 

・企業が保有する中核技術に基づく事業化を目指し

た研究開発に対するコンサルティングの知見（知

識）を有しているか。 

・当該業務を実施するにあたり必要となる国内外の

ネットワークを有しているか。  

３０ 

２ 業務の実施体制 ・本事業を遂行できる体制を有しているか。 ２０ 

３ 業務についての経

験若しくは技術的

適性の有無に関す

る事項 

・調査・分析業務の内容は適切か。 

・本事業と類似の調査・分析業務を実施した十分な

実績があるか。 

３０ 

４ 業務に要する経費

及びその内訳 
・見積内容、積算根拠が適切か。 １０ 

５ その他業務の目的

を達するために有

効な事項 

・本事業を効果的に遂行できる提案となっているか。 １０ 

合 計  １００ 

 

 

（採点方法） 

各項目について５段階で評価することとし、「普通」を基本として、普通より優れているもの

は「良」、さほど評価できないものは「可」、また、特別に優れていると判断できるものは「優」、

まったく評価できないものは「不可」とする。配点は次のとおり。 

 

１．３０点満点の項目 優が３０点、良が２４点、普通が１８点、可が１２点、不可が６点 

１．２０点満点の項目 優が２０点、良が１６点、普通が１２点、可が８点、不可が４点 

１．１０点満点の項目 優が１０点、良が８点、普通が６点、可が４点、不可が２点 


